
港湾施設 港湾施設の種類 種別 単位 金額

係船料 係留１回につき２４時間までごとに

　１級施設　　尾道中央ビジター桟橋、宮島ビジターバース

　　艇長２５フィート未満 １，３５０円

　　艇長２５フィート以上３０フィート未満 １，６７０円

　　艇長３０フィート以上３５フィート未満 １，８８０円

　　艇長３５フィート以上４０フィート未満 ２，３００円

　　艇長４０フィート以上５０フィート未満 ３，２３０円

　　艇長５０フィート以上６０フィート未満 ３，９７０円

　　艇長６０フィート以上 ５，１２０円

　２級施設　　瀬戸田港桟橋、三原内港客船東（ビジター桟橋）

　　艇長２５フィート未満 １，０３０円

　　艇長２５フィート以上３０フィート未満 １，１５０円

　　艇長３０フィート以上３５フィート未満 １，３５０円

　　艇長３５フィート以上４０フィート未満 １，６７０円

　　艇長４０フィート以上５０フィート未満 ２，２００円

　　艇長５０フィート以上６０フィート未満 ２，７１０円

　　艇長６０フィート以上 ３，２３０円

令和７年（2025年）６月現在

係留施設 桟橋及び浮桟橋

港 湾 施 設 使 用 料 　【ビジター船舶】



使用施設 使用内容 単位 金額

建物である港
湾施設

１平方メートルに
つき１月までごと
に

Ａに０．００３３を
乗じて得た額にＢ
に０．００５８を乗
じて得た額を加
算した額に１．１０
を乗じて得た額

一時的催しものの
ために使用する場
合

１００平方メートル
につき３時間まで
ごとに

１３０円

建物敷地、物置
場等として使用す
る場合

１平方メートルに
つき１月までごと
に

Ａに０．００３３を
乗じて得た額。た
だし、使用期間
が１月未満のとき
又は駐車場その
他の施設の利用
に伴って使用す
るときは、この額
に１．１０を乗じて
得た額

電気又は電気通
信の線路設置の
ために使用する場
合

６０円

９０円

１２０円

２３０円

５８０円

１，１００円

その他の場合
表示面積一平方
メートルにつき一
年までごとに

４，４００円

看板 一時的に設けるもの ４４０円

その他のもの ４，４００円

一本につき一年
までごとに １，１００円

アーチ 臨港道路を横断するもの ４，４００円

その他のもの ２，２００円

前各項に準じて
その都度知事が
定める額

外径が０．１５メートル以上０．２メートル未満のもの

外径が０．２メートル以上０．４メートル未満のもの

外径が０．４メートル以上１メートル未満のもの

外径が１メートル以上のもの

広告塔

表示面積一平方
メートルにつき一
月までごとに

使用物件

建物である港
湾施設を除く
施設

電気通信事業法施行令（昭和六十年政令第七十五号）別表第一第二号の表の種類及びその単位に掲げる区分ご
とに同表宅地の欄に定める額

上水道管、下水
道管、ガス管その
他これらに類する
物件を地下埋設
して使用する場合
又は港湾施設に
添架して使用する
場合

外径が０．１メートル未満のもの 延長１メートルに
つき１年までごと
に

外径が０．１メートル以上０．１５メートル未満のもの

標識

一基につき一月
までごとに

その他のもの

令和７年（2025年）６月現在

　　　　　　　　　　　　　　　　港 湾 施 設 使 用 料 　【目的外使用による場合】

別表第一（第八条関係）
二　山林以外の土地

金額（年額）
宅地

木柱（H柱又は人形柱を除く。）、コンク
リート柱若しくは鉄柱一本又は鉄塔の使
用面積一・七平方メートルまでごとに 1,500円

H柱又は人形柱一本ごとに 3,000円

支線又は支柱 一本ごとに 1,500円

線路保護用柱、水底線標示柱、支線柱、
標柱又は標石一本ごとに 1,500円

ハンドホール又はマンホール一個ごとに 3,000円

その他の設備 使用面積一・七平方メートルまでごとに 1,500円

種類 単位

本柱

附属設備



備考
１　Ａは、使用する土地の一平方メートル当たりの価格（近傍類似の土地に係る課税の基礎となる価格、売買実例価額、精通者の鑑定評価等を参考と
して知事が評価した額とする。）とする。
２　Ｂは、使用する建物の一平方メートル当たりの価格（当該建物の復成価格に残存価格率を乗じて得た額を基準として知事が評価した額とする。）と
する。
３　表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。
４　使用する面積若しくは長さ（以下これらを「使用面積等」という。）が本表に定める使用の面積若しくは長さの単位（以下これらを「単位面積等」とい
う。）に満たないとき又は使用面積等に単位面積等に満たない端数があるときは、その使用面積等又はその端数の面積若しくは長さは、単位面積等に
相当する面積又は長さとして計算する。
５　使用料の額が年額又は月額で定められている場合において、使用期間が一年若しくは一月に満たないとき又は使用期間に一年若しくは一月に満た
ない端数があるときは、その使用期間又はその端数の期間の使用料は、使用料の額が年額で定められている場合にあつては月割により、使用料の額
が月額で定められている場合にあつては日割により計算する。


